
談センターの担当者から、亡Ａは後記
「理由」欄第１の１記載の適格死亡者に
該当しないため、遺族厚生年金を受給
できない旨の回答を受け、遺族厚生年
金の裁定を請求しなかった。なお、同
年金相談センターで出力した亡Ａに係
る国年被保険者記録照会（資格・納付
Ⅲ）及び健保厚年被保険者記録照会回
答票（資格画面）（いずれも同日◯時◯
分出力）が存在する。

⑵　請求人は、平成◯年◯月◯日に当時
の◯◯社会保険事務所を訪問し、亡Ａ
に係る遺族厚生年金の受給の可否につ
いて相談をした（以下「本件相談２」
という。）ところ、同社会保険事務所の
担当者から、本件相談１と同様の回答
を受け、遺族厚生年金の裁定を請求し
なかった。なお、同社会保険事務所で
出力した亡Ａに係る被保険者記録照会

（資格・納付Ⅲ）−氏名索引−（同日◯
時◯分出力）、被保険者記録照会（納付
Ⅱ）（出力年月日時分の記載なし）、被
保険者記録照会（基本）−氏名索引−

（同日◯時◯分出力）及び被保険者記録
照会回答票（資格画面）（同日◯時◯分
出力。以下、前記⑴記載の出力帳票及
びこれらを併せて「本件出力帳票」と
いう。）が存在する。

⑶　請求人は、令和◯年◯月◯日（受
付）、厚生労働大臣に対し、亡Ａの妻で
あるとして、遺族厚生年金の裁定を請
求した（以下「本件請求」という。）と
ころ、厚生労働大臣は、同月◯日付け
で、請求人に対し、遺族厚生年金の受
給権取得年月を平成◯年◯月として、
平成◯年◯月分までの年金については
時効消滅したとして、これを支給せず、
同年◯月分以降の年金を支給する旨の
処分（原処分）をした。

⑷　請求人は、原処分を不服として、標
記の社会保険審査官に対する審査請求
を経て、当審査会に対し、再審査請求
をした。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

令和２年（厚）第１０９２号

令和３年８月３１日

主文
　後記「事実」欄第２の２⑶記載の原処分を
取り消す。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　審査請求人（以下「請求人」という。）の
再審査請求の趣旨は、後記第２の２⑶記載
の原処分を取り消し、後記第２の１記載の
本件不支給分の支給を求めるということで
ある。

第２　事案の概要
　１　事案の概要

　本件は、請求人が、令和◯年◯月◯日
（受付）、厚生労働大臣に対し、亡Ａ（以
下「亡Ａ」という。）の妻であるとして、
厚生年金保険法（以下「厚年法」とい
う。）による遺族厚生年金（以下「遺族厚
生年金」という。）の裁定を請求したとこ
ろ、厚生労働大臣が、請求人に対し、平
成◯年◯月分までの年金については時効
消滅したとして、これを支給せず、同年
◯月分以降の年金を支給する旨の処分

（以下「原処分」といい、時効消滅により
支給しないとされた部分を「本件不支給
分」という。）をしたことに対し、請求人
が、原処分を不服として、標記の社会保
険審査官に対する審査請求を経て、当審
査会に対し、再審査請求をしたという事
案である。

　２　本件再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審
査請求をするに至る経緯として、次の各
事実が認められる。
⑴　請求人は、夫であり厚生年金保険の

被保険者であった亡Ａが平成◯年◯月
◯日に死亡したので、平成◯年◯月◯
日に当時の◯◯年金相談センターを訪
問し、亡Ａに係る遺族厚生年金の受給
の可否について相談をした（以下「本
件相談１」という。）ところ、同年金相



以下「昭和６０年改正法」という。）によ
る改正前の国年法附則第６条第１項の規
定により国民年金の被保険者となること
ができた者のうち、同項の申出を行わな
かったため被保険者とならなかった期間
は、合算対象期間に含まれるとされてい
る（昭和６０年改正法による改正前の国
年法第７条第２項第８号及び昭和６０年
改正法附則第８条第５項）。

２　厚生年金保険の保険給付及び国民年金
の給付に係る時効の特例等に関する法律

（平成１９年法律第１１１号。以下「平成
１９年改正法」という。）による改正前の
厚年法第９２条第１項は、保険給付を受
ける権利は、５年を経過したときは、時
効によって消滅する旨を、また、会計法
第３０条は、国に対する権利で金銭の給
付を目的とするものについては、５年間
これを行わないときは時効により消滅す
る旨を、それぞれ規定している。

３　本件記録によれば、本件の場合、亡Ａ
の死亡の当時、請求人が亡Ａによって生
計を維持した亡Ａの妻であること、及び、
請求人に亡Ａに係る遺族厚生年金の受給
権が発生したのが平成◯年◯月であるこ
とについては、当事者間に争いはないも
のと認められるところ、請求人が本件請
求をしたのは同月から５年以上経過した
後の令和◯年◯月◯日であり、本件につ
いて上記の平成１９年改正法による改正
前の厚年法の規定をそのまま適用すると、
請求人の遺族厚生年金の受給権は本件請
求の時には既に時効によって消滅してい
たことになるが、保険者は、このような
場合において、受給権の行使自体は是認
するという行政措置をとるのを例として
おり、これに基づいた上で、支払期日ご
とに発生する保険給付の支給を受ける権
利（以下「支分権」という。）は、会計法
の上記規定によりそれぞれ５年の経過を
もって時効により消滅するとして、遺族
厚生年金のうち、平成◯年◯月分までは
その支分権が時効により消滅しているこ
とを理由に、これを支給せず、同年◯月
分以降を支給する旨の原処分をしたもの

理由
第１　問題点

１　厚生年金保険の被保険者であった者
で、保険料納付済期間、保険料免除期間
及び合算対象期間（公的年金制度の財政
基盤及び最低保障機能の強化等のための
国民年金法等の一部を改正する法律（平
成２４年法律第６２号。以下「平成２４
年改正法」という。）による改正前の国民
年金法（以下「国年法」という。）附則第
７条第１項に規定する合算対象期間をい
う。以下同じ。）を合算した期間が２５年
以上あるもの（以下「適格死亡者」とい
う。）が死亡したときは、適格死亡者の配
偶者であって、適格死亡者の死亡の当時、
適格死亡者によって生計を維持したもの
に遺族厚生年金が支給され、適格死亡者
によって生計を維持した者とは、適格死
亡者と生計を同じくしていた者であって
年額８５０万円以上の収入又は年額６５５
万５０００円以上の所得を将来にわたっ
て有すると認められる者以外のものとさ
れている（平成２４年改正法による改正
前の厚年法第４２条、第５８条第１項第
１号、第４号、第５９条及び附則第１４
条、厚生年金保険法施行令第３条の１０
並びに「生計維持関係等の認定基準及び
認定の取扱いについて」（平成２３年３月
２３日年発０３２３第１号厚生労働省年
金局長通知。亡Ａの死亡時にあっては、

「生計維持関係等の認定基準及び認定の
取扱いについて」（昭和６１年４月３０日
庁保険発第２９号社会保険庁年金保険部
国民年金課長・業務第一課長・業務第二
課長連名通知（平成６年１１月９日改正、
庁文発第３２３５号））））。

　　また、国民年金法等の一部を改正する
法律（平成元年法律第８６号）が平成３
年４月１日に施行される前にあっては、
学校教育法（昭和２２年法律第２６号）
に規定する大学の学生は、２０歳以上で
あっても、任意で加入する場合を除き、
国民年金の被保険者資格を有しないもの
とされており、国民年金法等の一部を改
正する法律（昭和６０年法律第３４号。



卒業した。
⑸　本件出力帳票（国民年金関係）には、

国民年金の保険料の未納期間、保険料
納付済期間、国民年金の被保険者でな
かった期間等の年金記録のほかに、「納
付１１１」に○印が付され、余白に○
で囲んだ「２９４月」が付記されてい
る。また、本件出力帳票（厚生年金保
険関係）には、厚生年金保険の被保険
者期間等の年金記録のほかに、「合計
１８３」、「実期間１８３」にそれぞれ
○印が付されている。

２　以上に基づいて、本件の問題点につい
て検討し、判断する。
⑴　本件記録によれば、亡Ａは、厚生年

金保険の被保険者期間１８３月、国民
年金の保険料納付済期間１１１月をそ
れぞれ有し、亡Ａが２０歳に到達した
昭和◯年◯月から昭和◯年◯月まで
の４８月については、亡Ａはａ大学の
学生であって国民年金に任意加入をし
ておらず、合算対象期間に該当するこ
とが認められる。そうすると、亡Ａは、
保険料納付済期間及び合算対象期間の
合計が３４２月となり、適格死亡者に
該当することから、請求人は、受給権
取得年月を平成◯年◯月として、亡Ａ
に係る遺族厚生年金の受給権を有する
ものである。

　　請求人は、本件相談１及び本件相談
２の際、当時の◯◯年金相談センター
及び◯◯社会保険事務所（以下「◯◯
年金相談センター等」という。）の担当
者による確認漏れ又は説明漏れがあっ
たために、早期に請求することができ
なかったとして、保険者の時効消滅の
処理について信義則違反を主張するの
で、この点について検討する。

　　本件相談１及び本件相談２の際、ど
のような具体的なやりとりがされたか
を客観的に確認できる資料は存しない
ものの、本件出力帳票によれば、平成
◯年◯月◯日及び同月◯日に、請求人
が、◯◯年金相談センター等を訪問し
て、亡Ａに係る遺族厚生年金の受給の

と考えられる。そして、それに対し、請
求人は、別紙１記載のとおり主張し、原
処分を不服としているのであるから、本
件の問題点は、請求人のこの主張に理由
があると認められるかどうかということ
である。

第２　事実の認定及び判断
１　本件記録によれば、上記「事実」欄第

２の２記載の事実のほか、次の各事実が
認められる。
⑴　亡Ａは、昭和◯年◯月◯日に出生し、

請求人（昭和◯年◯月◯日出生）と昭
和◯年◯月◯日に婚姻して、平成◯年
◯月◯日に死亡している。そして、そ
の婚姻関係は、亡Ａの死亡の時まで継
続し、その後、請求人に婚姻関係の記
録はない。

⑵　請求人と亡Ａは、昭和◯年◯月◯日
に◯◯市◯◯町◯−◯−◯から◯◯市
◯◯町◯−◯−◯に転入して以降、亡
Ａが死亡する時まで、同一の住所に住
所を定めていた。

⑶　亡Ａに係る健保厚年被保険者記録照
会回答票（資格画面）によれば、亡Ａ
の厚生年金保険の被保険者期間は、昭
和◯年◯月から昭和◯年◯月までの
４３月、昭和◯年◯月から昭和◯年◯
月までの１６月、昭和◯年◯月から平
成◯年◯月までの１２４月の合計
１８３月であり、同人に係る国年被保
険者記録照会（資格・納付Ⅲ）及び被
保険者記録照会（納付Ⅱ）によれば、
同人が初めて国民年金の被保険者資格
を取得したのは同人が◯歳であった昭
和◯年◯月◯日であり、昭和◯年◯月
◯日に同被保険者資格を喪失し、その
後、同人が同被保険者資格を取得した
のは平成◯年◯月◯日であり、その間、
同人は同被保険者資格を有していな
い。また、同人の国民年金の保険料納
付済期間は１１１月である。

⑷　ａ大学学長作成の令和◯年◯月◯日
付け卒業証明書によれば、亡Ａは、昭
和◯年◯月に同大学ｂ学部ｃ学科に入
学し、昭和◯年◯月に同学部同学科を



者の不適切な対応により、亡Ａに係る
遺族厚生年金の裁定を請求することが
できなかったものと認められるから、
保険者において平成◯年◯月分までの
年金に当たる本件不支給分を時効消滅
したとして支給しないことは、信義則
上許されないというべきである。

⑶　以上によれば、上記の趣旨と異なる
原処分は相当でなく、取り消されなけ
ればならない。

　よって、主文のとおり裁決する。

可否について相談していることが認め
られる。そして、本件出力帳票には、
亡Ａの学生期間に係る合算対象期間に
関する記載はなく、◯◯年金相談セン
ター等の担当者が、請求人からの遺族
厚生年金の相談に対し、亡Ａの年金記
録から厚生年金保険の被保険者期間と
国民年金の保険料納付済期間を確認

（１８３月＋１１１月＝２９４月）し、
それのみによって、亡Ａが適格死亡者
に該当しないと判断し、亡Ａは適格死
亡者に該当しないとして、請求人に対
し、亡Ａに係る遺族厚生年金は受給で
きない旨回答したことがうかがわれる。
さらに、本件記録によれば、請求人は
昭和◯年◯月にａ大学に入学し、同年
に亡Ａと知り合い、亡Ａが同大学ｂ学
部を昭和◯年◯月に卒業した後、昭和
◯年◯月に婚姻していることが認めら
れることも考え併せれば、◯◯年金相
談センター等の担当者から、亡Ａの学
生期間の照会があれば、請求人が亡Ａ
に係る同大学ｂ学部の学生期間の存在
を即答できたことは明らかであり、同
大学に照会をすれば容易に具体的な期
間の確認ができたと認められる。これ
らの事情に照らすと、本件相談を受け
た◯◯年金相談センター等の担当者
が、請求人に対し、亡Ａの学生期間に
ついて具体的に確認せず、亡Ａが適格
死亡者に該当しないとして、亡Ａに係
る遺族厚生年金を受給できない旨回答
したことは、相談の担当者に求められ
る確認及び説明義務に反した不適切な
対応であったといわざるを得ない。そ
して、請求人に対し、亡Ａの学生期間
について具体的な確認がされていたと
すれば、亡Ａの学生期間について容易
に明らかになったといえ、請求人は、
直ちに遺族厚生年金の裁定請求の手続
を行っていたものと考えられる。

⑵　そうであれば、上記のとおり、請求
人は、平成◯年◯月◯日及び同月◯
日、本件相談１及び本件相談２をした
際に、◯◯年金相談センター等の担当




